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新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の
人員基準等の臨時的な取扱いについて

２

令和5年５月８日より、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、２類相当→
５類に変更となりました。
それに伴い、これまで厚生労働省から発出されておりました、コロナ特例事務連絡における
人員基準等の臨時的な取扱いについても一部見直されています。

コロナ特例事務連絡につ
いてまとめられていた厚
生労働省のホームページ
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 コロナ発生時もサービス提供を継続させるための臨時的な取
扱いや、ワクチン接種促進のための臨時的な取扱いが継続

 コロナの発生等の影響による人員基準の柔軟な取扱いや、実
習・実地研修がコロナの影響で未受講の場合に基準違反・減
算としない取扱いが継続

 5類移行に伴う各種制限の緩和を踏まえ、臨時的取り扱いが不
要なものに関しては、令和５年５月７日をもって終了

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の
人員基準等の臨時的な取扱いについて

３

今回の見直し方針は以下のとおりです。
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新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の
人員基準等の臨時的な取扱いについて

４

「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の
位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨
時的な取扱いについて」

【別紙2】位置づけ変更後におけるコロナ特
例事務連絡の取扱い整理表

川崎市のホームページにも掲載しています。
該当ページ：「介護事業所等における新型コロナウ
イルス感染症への対応等について」









5

介護事業所のみなさまには、令和２年より、コロナウイルスの影響に伴う諸手続きにご協
力いただいておりましたが、５類移行後の川崎市での対応をまとめた通知を、令和５年５
月３１日に通知を発出しました。

【川崎市】５類移行に伴う変更点・影響 ５

1. マスクの着用について

2. 面会の考え方について

3. 発生時の対応について

4. 発生時の報告について

5. 療養期間の考え方について

6. 濃厚接触者の取扱いについて

7. 各通知の取扱いについて

項目
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報告基準

６【川崎市】５類移行に伴う変更点・影響
（４. 発生時の報告について）

① 新型コロナウイルス感染症によると
疑われる死亡者又は重篤患者が１週
間内に２名以上発生した場合

② 新型コロナウイルス感染症患者が１
０名以上又は全利用者の半数以上発
生した場合

③ ①及び②に該当しない場合であって
も、通常の発生動向を上回る感染症
の発生が疑われ、特に施設長が報告
を必要と認めた場合

① 新型コロナウイルス感染症
の陽性者が１名以上発生し
た場合

② ①の報告後、陽性者が５名
以上の場合は追加で詳細を
報告

旧

新
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７

川崎市ホームページ（「新型コロナウイルス感染症集団発生時の報告につい
て」） 又は 電話にて報告

【川崎市】５類移行に伴う変更点・影響
（４. 発生時の報告について）

衛生課への報告

電話番号
川崎区役所衛生課 044-201-3223
幸区役所衛生課 044-556-6682
中原区役所衛生課 044-744-3280
高津区役所衛生課 044-861-3321
宮前区役所衛生課 044-856-3265
多摩区役所衛生課 044-935-3310
麻生区役所衛生課 044-965-5163
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８

事故報告書として報告
報告のタイミング：発生時と収束時の計２回

【川崎市】５類移行に伴う変更点・影響
（４. 発生時の報告について）

高齢者事業推進課への報告
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９【川崎市】５類移行に伴う変更点・影響
（実際に発生してしまった場合・・・）

５類感染症への類型変更はありましたが、対応は類型変更前と変わ
りません。

配置医師等や協力医療機関への相談、ゾーニングの実施、個人ごとの防護具着
用・・・等

【参考】感染対策レター 第２４号（令和５年４月）
表題：新型コロナウイルス感染症 5類移行後の感染対策はどうする

～高齢者福祉施設等における対応～
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終


